
（案１） 

 

大阪広域水道企業団公告第４号 

 大阪広域水道企業団公印管理規程（平成22年大阪広域水道企業団管理規程第１号）第７条第１項の規定により、次のとおり電子印を使用する。 

  令和６年10月21日 

大阪広域水道企業団企業長 永藤 英機   

電子印に係る公印の名称 電子印の用途 使用開始年月日 電子印影 

大阪広域水道企業団企業長之印 給水装置工事検査合格証明書 令和６年11月１日 
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